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議第163号

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次の

ように制定する。

平成26年５月16日提出

京 都 市 長 門 川 大 作

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例

（京都市深草墓園条例の一部改正）

第１条　京都市深草墓園条例の一部を次のように改正する。

　　第６条第２項第２号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律第14条第１項」を「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第14条第１項」に改め，「附則第４条第１項に規定する

支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第106

号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第14条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に

規定する支援給付」を加える。
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（京都市市営墓地条例の一部改正）

第２条　京都市市営墓地条例の一部を次のように改正する。

　　第７条第２項第２号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律第14条第１項」を「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第14条第１項」に改め，「附則第４条第１項に規定する

支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第106

号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第14条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に

規定する支援給付」を加える。

（京都市野外活動施設花背山の家条例の一部改正）

第３条　京都市野外活動施設花背山の家条例の一部を次のように改正する。

　　第８条第４項第15号中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律第14条第１項」を「中国残留邦人等の円滑

な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の

支援に関する法律第14条第１項」に改め，「附則第４条第１項に規定する

支援給付」の右に「又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国

後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成25年法律第106

号。以下この号において「改正法」という。）附則第２条第１項若しくは

第２項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律第14条第１項に規定する支援給付若しくは改正法附則第２条第３項に

規定する支援給付」を加える。
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附 則

　この条例は，平成26年10月１日から施行する。

提案理由

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律の一部改正に伴い，支援給付を受ける者に対して京都市深草墓園の納骨

料を徴収しないこととする等の措置を継続するとともに，規定を整備する必

要があるので提案する。


